
 ７月２６日、企画厚生課は府職

労に対し「フレックスタイム制度

の見直しについて」提案しまし

た。 

 内容は現在のフレックスタイム

制度を拡大し、①コアタイムの

見直し：現在１０：００～１５：００を

原則１３：００～１５：００の２時間

に変更（公務運営上、所属の判

断で現行の時間帯の場合あり）、

②フレキシブルタイムの見直し

（現行の朝７：００を５：００に２時

間前倒し）、③週休３日（週休日

２日＋勤務を割り振らない日１

日）の選択を全職員に拡大、④

週５日勤務の週で１日に限りコ

アタイムを設けない勤務時間や

２時間未満の勤務時間の割り

振り選択を設定可とするとして

います。（下表参照） 

職場実態を踏まえた 
制度にすべき 
 提案理由については「職員の

多様な働き方が実現できる環

境整備を行うため」「職員アンケ

ートによる結果を踏まえ、育児・

介護等の要件のある職員に限

定している『週休３日制（勤務時

間を割り振らない日の追加）』を

原則として全ての職員が利用

可能とする。あわせてコアタイ

ム・フレキシブルタイムの見直し

を行う」としています。しかし、提

案の根拠とされている「職員ア

ンケート」は「フレックスタイム

制度を使いやすくするために

必要だと感じることは何です

か？」という制度拡大を前提に

した質問のみであり、しかも「週

休３日の対象者拡大」2６．２％、

「コアタイム撤廃」１２．０％、「コ

アタイムを短くする」１１．３％、

「フレキシブルタイムをさらに

拡大する」８．４％の回答にとど

まっています。 

フレックスタイム制度が職場

実態に合うかどうかや問題点等

については全く問わず、職員の

声を反映したものとは言い難く、

この「職員アンケート」を理由に

拡大するには無理があります。 

実績からも職場実態に
合わないのは明らか 

 現在のフレックスタイムがスタ 

ートし約３年が経ちますが、利

用している職員は約５０人／月

ほどであり「職場や仕事の実態

に合わない」「取得できない」制

度となっていることは明らかで

す。 

そもそも「職員の多様な働き

方」を実現するには、休暇制度

フレックスタイム見直し（拡大）を提案 



の拡充や安心して休暇等が取

得できる欠員の補充、職員増な

ど環境整備こそが不可欠です。 

 

まずやるべきなのは 
冷房運転拡大と人員増
による時間外勤務削減 
 現在のフレックスタイム制度は

２０２１年７月３０日に提案があり

ました。そのとき府職労は、①フ

レックスタイム制度の導入は、

育児・介護等の要件のある職

員で、フレックスタイムを希望

する職員に限定すること。②フ

レックスタイム制度の導入は、

時間外勤務がないことを前提

とすべきであり、導入に当たっ

て具体的な時間外勤務縮減方

策を示すこと。③フレキシブル

タイムは「勤務時間」であり、冷

暖房運転を行うなど、労働安

全衛生法にもとづく快適な職

場環境を整備することの３点

について求めました。 

 しかし、この３年間、時間外勤

務は減るどころか増えています。  

 また、今年度より時間外勤務

削減を職場チャレンジシートな

どで数値目標化したことにより、

「退勤スリット時間より５分以上

差し引いて申請せよ」「（休憩を

取ってなくても）１５分短く申請

せよ」など、業務量や時間外勤

務そのものを減らすのではなく、

違法な言動によって表面的な数

字を減らし、サービス残業を助

長する動きが少なくない職場で

起きています。こうした事態に

ついて使用者としての責任を追

及し、直ちに是正するよう求め

ました。 

 連日猛暑が続いているもと、

朝や残業時、休日出勤時の執

務室の温度は３０℃を超えてい

ます。こうした状態を知りながら

放置することは使用者としての

安全配慮義務違反であり、断じ

て許せないと抗議しました。夏

季要求交渉でも強く要求し、７

月８日にも申し入れを行いまし

たが何の対応もされていないこ

とを指摘し、３年前に申し入れ

た最低限の職場環境さえ守ら

れていない状態でのフレックス

タイム拡大は到底認められない

と伝えました。 

 今回の提案は「国に準じて」実

施されていますが、国ではフレ

ックスタイムも実施する一方で、

冷房運転についても７：３０～２

０：００（休み明けは７：００～）、

延長申請があれば２３：００まで

としています。都合よく制度の

みを国に準じ、それに伴う職場

環境（冷暖房運転）を放置する

というのは納得できません。 

 

職場組合員と協力し 
団体交渉実施へ 
 今回の提案を受け、府職労は

職場の組合員のみなさんと協

力し、①職員増による長時間

労働の解消、②冷房運転時間

の拡大などを求め、団体交渉を

行うことを申し入れ、取り組み

を進めます。 

 

職場環境の改善へ 
あなたの力が必要です 
 府職労は、職員増による長時

間労働の解消、冷房運転時間

の拡大をはじめ、欠員の補充

（代替職員の配置）、休暇制度

の拡充など、職場環境の改善に

向けた取り組みを進めています。 

 みんなの働く環境を良くする

ためにも、みなさん労働組合

に加入しましょう。みんなの声

が集まることが大きな一歩につ

ながります。 

 加入は以下の大阪府職労ホ

ームページから申請できます。

組合員のみなさんは組合員専

用アプリも使用可能です。 


